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千葉市は、令和４年１１月に環境省の実施する「脱炭素先行地域」に、県内で初めて選定

されており、市と民間事業者等とが連携して脱炭素先行地域づくり事業を実施していくため、

「千葉市脱炭素先行地域推進コンソーシアム」を設立することとし、このたび、設立総会を

開催しますので、お知らせします。 

 

１ 本コンソーシアムについて  

（１）目的 

多様な主体の積極的な参画や連携を促し、千葉市における再生可能エネルギーの導入

や地産地消、市民や事業者などの行動変容の促進等に取り組むことによって脱炭素先行

地域づくり事業を推進し、もって市域における環境と経済の好循環および環境とレジリ

エンスの同時実現を図ることを目的としています。 

（２）主な活動内容 

・千葉市の脱炭素先行地域づくり事業の意見交換、情報共有および情報発信 

・脱炭素先行地域以外の市内他エリアへの取組展開 

・脱炭素に関するサービスや技術等の会員間のマッチング 

 

２ 設立総会について  

（１）日時 

令和５年７月１３日（木）１０：００～１１：１０ 

（２）場所 

市役所１階 正庁 

（３）内容 

ア 会長挨拶（千葉市長） 

イ 出席者紹介 

ウ 環境省関東地方環境事務所長 講演 

エ 千葉市の脱炭素先行地域事業の概要等について 

※総会終了後に記念撮影を行います。また、会員間の交流のため、１１：３０までフリー

タイムを設けています。  

（４）出席企業および団体  

別紙「出席企業・団体一覧」のとおり 

  

 
 令和５年７月６日 

環境局環境保全部 
脱炭素推進課  
電話 ２４５－５２６３ 

   

 

「千葉市脱炭素先行地域推進コンソーシアム」の設立総会を開催します！ 

～民間企業と連携して、脱炭素で都市の魅力を磨き上げ、 

「行きたい」「住みたい」「安心できる」千葉市を目指します～ 

 

記者発表資料 
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３ 注意事項 

（１） 総会では、記者席を設けています（一般の方の傍聴席は設けていません）。  

（２） 取材される場合は、７月１１日（火）１７：００までに、脱炭素推進課へ電話または

電子メール（datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp）にてご連絡ください。なお、電子メー

ルの場合は、社名、代表者氏名、記者人数、連絡先電話番号をご連絡ください。  

（３） 取材の際には、社の腕章の着用をお願いします。  

（４） 総会終了後のフリータイムでは、各会員に了解を取っていただいた上で、個別取材が

可能です。 

 

＜参考＞ 

本コンソーシアムの会員概要等  

１ 会員概要 

正会員 本市の脱炭素先行地域事業を実施する企業および団体等 

賛助会員 コンソーシアムの目的に賛同する企業および団体等 

オブザーバー 国、地方公共団体等であって、会長が適当と認める者 

   

２ 会員数 

  ２６企業・団体（正会員１９、賛助会員５、オブザーバー２） 

  ※詳細は下記ホームページをご確認ください。 

 

３ 入会申込 

本コンソーシアムへ入会をご希望の場合は、下記ホームページから入会申込書をダウ

ンロードし、ご記入の上、事務局へご提出ください（入会金・会費無料）。 

 

【脱炭素先行地域推進コンソーシアム事務局】 

環境局環境保全部脱炭素推進課 

所在地 中央区千葉港１－１ 市役所高層棟７階 

電話  ０４３－２４５－５５０４ 

E-mail datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp 

 

【千葉市脱炭素先行地域推進コンソーシアム ホームページ】 

https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/decarbonizationlead

ingarea_consortium.html 
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